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大津市議会委員会条例の一部を改正する条例を公布する。 

 平成25年２月28日  

大津市長  越    直  美 

大津市条例第２号 

大津市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 大津市議会委員会条例（昭和31年条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 本則中「および」を「及び」に、「または」を「又は」に、「もしくは」を「若しくは」に改める。   

改  正  前 改  正  後 

（常任委員会の名称、委員定数及びその所管） （常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数

及びその所管） 

第２条 －略－ 第２条 議員は、少なくとも一の常任委員となるも

のとする。 

 ２ －略－ 

（特別委員会の設置） 

第６条 －略－ 

（特別委員会の設置等） 

第６条 －略－ 

２ －略－ ２ －略－ 

 ３ 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議

会において審議されている間在任する。 

（委員の選任） 

第７条 常任委員、議会運営委員及び特別委員（以

下「委員」という。）は、議長が会議に諮って指

名する。ただし、閉会中においては、議長の指名

による。 

（委員の選任） 

第７条 常任委員、議会運営委員及び特別委員（以

下「委員」という。）は、議長の指名により会議

に諮って選任する。ただし、閉会中においては、

議長の指名により選任する。 

２ －略－ ２ －略－ 

３ 前項の規定により所属を変更した常任委員の任

期は、第３条第３項（常任委員の任期）の例によ

る。 

３ 前項の規定により所属を変更した常任委員の任

期は、第３条第３項の例による。 

（委員長及び副委員長） 

第８条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員

会（以下「委員会」という）に委員長及び副委員

長を置く。 

（委員長及び副委員長） 

第８条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員

会（以下「委員会」という。）に委員長及び副委

員長を置く。 

２～４ －略－ ２～４ －略－ 

 (定足数) 

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が

出席しなければ会議を開くことができない。ただ 

し、第17条（委員長および委員の除斥）の規定に 

(定足数) 

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が

出席しなければ会議を開くことができない。ただ 

し、第17条の規定による除斥のため半数に達しな 
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よる除斥のため半数に達しないときは、この限り

でない。 

いときは、この限りでない。 

備考 改正前の欄に掲げる規定を改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年３月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律第72号）による改正前の地方

自治法（昭和22年法律第67号。以下「改正前の法律」という。）の規定により選任された常任委員、議会運

営委員又は特別委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の大津市議会委員会条例

（以下「改正後の条例」という。）の規定によりそれぞれ常任委員、議会運営委員又は特別委員として選任

されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、改正前の法律の規

定により選任された日からそれぞれ起算するものとする。 

３ この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により常任委員会（予算決算常任委員会を除く。）、議会運

営委員会又は特別委員会の委員長又は副委員長である者は、それぞれこの条例の施行の日に、改正後の条例

第８条第２項の規定により委員長又は副委員長として互選されたものとみなす。 

 

 

大津市議会政務調査費交付条例の一部を改正する条例を公布する。 

 平成25年２月28日  

大津市長  越    直  美 

大津市条例第３号 

大津市議会政務調査費交付条例の一部を改正する条例 

 大津市議会政務調査費交付条例（平成13年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 本則中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。 

改正前 改正後 

大津市議会政務調査費交付条例 大津市議会政務活動費交付条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第

67号）第100条第14項及び第15項の規定に基づ

き、大津市議会議員の調査研究に資するため必要

な経費の一部として、議会における会派に対し政

務調査費を交付することに関し必要な事項を定め

るものとする。 

（交付額及び交付の方法） 

第３条 ―略― 

２ ―略― 

３ ―略― 

４ ―略― 

５ 政務調査費は、交付月の末日(以下「交付日」

という。)に交付する。ただし、その日が国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規

定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」

という。)にあたるときは、その日前においてそ

の日に最も近い休日等でない日を交付日とする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第

67号）第100条第14項から第16項までの規定に基

づき、大津市議会議員の調査研究その他の活動に

資するため必要な経費の一部として、議会におけ

る会派に対し政務活動費を交付することに関し必

要な事項を定めるものとする。 

（交付額及び交付の方法） 

第３条 ―略― 

２ ―略― 

３ ―略― 

４ ―略― 

５ 政務活動費は、交付月の末日までに交付する。 

（使途） （使途） 

第５条 ―略― 第５条 ―略― 

２ 会派は、政務調査費を市政に関する調査研究に

資するため必要な経費以外のものに充ててはなら

ない。一時的な流用も同様とする。 

２ 会派は、政務活動費を前項の使途基準を満たす

政務活動（議会活動、政党活動、選挙活動及び後

援会活動等を除く会派活動をいう。以下同じ。）
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に係る経費（第10条において「政務活動に係る経

費」という。）以外のものに充ててはならない。

一時的な流用も同様とする。 

３ ―略― ３ ―略― 

（政務調査費の返還） （政務活動費の返還） 

第10条 政務調査費の交付を受けた会派は、その年

度において交付を受けた政務調査費の総額から、

当該会派がその年度において市政の調査研究に資

するため必要な経費として支出した総額を控除し

て残余がある場合、当該残余の額に相当する額の

政務調査費を返還しなければならない。 

 

第10条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年

度において交付を受けた政務活動費の総額から、

当該会派がその年度において政務活動に係る経費

として支出した総額を控除して残余がある場合、

当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還し

なければならない。 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

政務調査費使途基準 政務活動費使途基準 

項目 内容 

調査管理費 会派が市政の調査研究を

行うにあたり事務員(臨時

的調査員を含む。)を雇用

する経費又は政策形成の

ためのアドバイザー(会派

顧問等)を置く経費 

研究研修費 会派が研究会若しくは研

修会を開催するために必

要な経費又は会派の所属

する議員等が他の団体の

開催する研究会若しくは

研修会に参加するために

要する経費 

(会場費、講師謝金、出席

者負担金 ・会費、 交通

費、旅費、宿泊費等) 

調査旅費 会派の行う調査研究活動

のために必要な先進地調

査又は現地調査に要する

経費 

(交通費、旅費、宿泊費

等) 

 

資料作成費 会派の行う調査研究活動

のために必要な資料の作

成に要す る経費。 ただ

し、備品購入に係る経費

については、あらかじめ

議長の承認を受けたもの

に限る。 

(印刷製本代、翻訳料、事

務機器購入・リース代等) 

資料購入費 

 

 

 

会派の行う調査研究活動

のために必要な図書、資

料等(政党の発行するもの

を除く。)の購入に要する 

項目 内容 

調査研究費 市の事務、地方行財政等

に関して会派が行う調査

研究及び調査委託に要す

る経費 

(調査委託費、資料印刷

費、文書通信費、旅費等) 

 

 

 

 

研修費 会派主催の研修会実施に

要する経費及び他団体等

が主催する研修会参加に

要する経費 

(講師謝金、文書通信費、

会場費、旅費、参加者負

担金等) 

資料作成費 政務活動のために必要な

資料の作成に要する経

費。ただし、備品購入に

係る経費については、あ

らかじめ議長の承認を受

けたものに限る。 

(印刷製本代、翻訳料、事

務機器購入・リース代等) 

資料購入費 政務活動のために必要な

図書、資料等(政党の発行

するものを除く。)の購入

に要する経費 
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 経費 

広報広聴費 会派の調査研究活動、議

会活動及び市の政策につ

いて住民に報告し、広報

するために要する経費又

は会派が住民からの市政

及び会派の政策等に対す

る要望、意見を聴取する

ための会議等に要する経

費 

(会派広報紙発行費・送

料、ホームページ作成・

維持管理料、報告書印刷

費、会場費、茶菓子代等) 

通信費 会派の行う調査研究活動

のために必要な送付に要

する費用、インターネッ

ト接続料・通話料等に要

する経費 

 

 

 

その他経費 上記以外の経費で会派の

行う調査研究活動のため

に必要な経費 
 

 (書籍購入費、新聞雑誌購

読料、有料データベース

利用料) 

広報広聴費 政務活動、議会活動及び

市の政策について住民に

報告し、広報するために

要する経費又は会派が住

民からの市政及び会派の

政策等に対する要望、意

見を聴取するための会

議、市民相談等に要する

経費 

(会派広報紙発行費、ホー

ムページ作成・維持管理

料、資料・報告書印刷

費、会場費、文書通信

費、旅費、茶菓子代等) 

会議費 会派が行う各種会議、他

団体等が開催する意見交

換会等各種会議への会派

としての参加に要する経

費 

(会場費、資料印刷費、文

書通信費、旅費、参加費

等) 

人件費 政務活動を補助する職員

を雇用する経費 

(給料、手当、賃金等) 
 

備考 会派の所属議員の３親等以内の親族又は同

居人に支出する経費を除く。 

備考 会派の所属議員の３親等以内の親族又は同

居人に支出する経費を除く。 

備考 改正前の欄に掲げる規定を改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

附 則 

１  この条例は、平成25年３月１日から施行する。 

２ 改正後の大津市議会政務活動費交付条例の規定は、この条例の施行日以後に交付される政務活動費につい

て適用し、この条例の施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。 

 

 


